
社会保障と税の一体改革② 

（担当：吉井） 

 「社会保障と税の一体改革」が平成 24 年

3 月 30 日に｢社会保障の安定財源の確保等を図

る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等

の一部を改正する等の法律案｣という名称のも

と国会に提出されました。提出された法律案の

うち、所得税、相続税、贈与税についてご紹介

いたします。 

1．所得税関係の改正 

平成 27年分の所得税から税率が変更されま

す。 

現行 改正案 

適用課税所得 税率 適用課税所得 税率 

1800 万円以下の金額は現行から変更ありません 

1800 万円超の金額 40％ 
5000 万円以下の金額 40％ 

5000 万円超の金額 45％ 

※この改正により個人の最高税率が 55％

（所得税 45％+住民税 10％）となります。 

2．相続税・贈与税関係の改正 

（1）平成 27 年 1 月 1 日以後の相続に係る相続

税について次の改正が行われます。 

 

① 控除額の変更 

 現行 改正案 

基礎控除 5000 万円+1000 万円

×法定相続人数 

3000 万円+600 万円×

法定相続人数 

この他に、未成年者控除、障害者（特別障

害者）控除の増額の改正があります。 

 

② 税率の変更 

現行 改正案 

適用課税価格 税率 適用課税価格 税率 

1 億円以下の金額は現行から変更ありません 

3 億円以下の金額 40％ 
2 億円以下の金額 40％ 

3 億円以下の金額 45％ 

3 億円超の金額 50％ 
6 億円以下の金額 50％ 

6 億円超の金額 55％ 

 

 

 

③ 死亡保険金の非課税限度額の引下げ 

現行 改正案 

500 万円×法定相続

人数 

500 万円×未成年者、障害者、相続直

前に被相続人と生計を一にしていた者

のいずれかに該当する法定相続人数 

 

（2）平成 27 年 1 月 1 日以後の贈与に係る贈与

税について次の改正が行われます。 

 

① 贈与税の税率（20 歳以上の者が直系尊属か

ら受ける贈与に限ります） 

現行 改正案 

適用課税価格 税率 適用課税価格 税率 

200 万円以下の金額 10％ 200 万円以下の金額 10％ 

300 万円以下の金額 15％ 
400 万円以下の金額 15％ 

400 万円以下の金額 20％ 

600 万円以下の金額 30％ 600 万円以下の金額 20％ 

1000 万円以下の金

額 
40％ 1000 万円以下の金額 30％ 

1000 万円超の金額 50％ 

1500 万円以下の金額 40％ 

3000 万円以下の金額 45％ 

4500 万円以下の金額 50％ 

4500 万円超の金額 55％ 

 

② ①以外の贈与税の税率 

現行 改正案 

適用課税価格 税率 適用課税価格 税率 

1000 万円以下の金額は上記①「現行欄」から変更ありません 

1000 万円超の金額 50％ 

1500 万円以下の金額 45％ 

3000 万円以下の金額 50％ 

3000 万円超の金額 55％ 

 

③ 相続時精算課税贈与の適用要件の緩和 

・ 贈与者の年齢要件を 60 歳以上（現行 65

歳以上）に引下げます。 

・ 受贈者の要件に、20 歳以上の孫（現行

20 歳以上の推定相続人のみ）を追加し

ます。 

 

（3）相続税・贈与税の改正のポイント 

・ 基礎控除の縮小により、現行制度では

納税額が発生しなかった相続人に対し

て相続税が発生する可能性があります。 

・ 生命保険金等を活用した相続税額の軽

減が縮小されます。 



・ 相続税の税率は上昇し、贈与税の税率

は低下する方向となります。遺産総額

から想定される相続税率を把握し、贈

与の有効的な活用を検討する必要があ

ります。 

・ 相続時精算課税贈与の適用要件の緩和

により早期に次世代に財産を移転する

ことが可能になります。ただし、代襲

相続人ではない孫の場合には、相続時

に算出相続税額の 2 割を上乗せして納

税する必要がありますので注意が必要

です。 


